
号

外

一�
令

和

八

年

三

月
三
十
一
日

���������������
目

次

条

例

○
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

税

務

課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

同

)

八

◇
岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
〇
号)

一

県
民
税

１

肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
令
和
一

二
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
五
条
関
係)

２

土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
、
適
用
停
止
期
限
を

令
和
一
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
九
条
の
三
関
係)

３

優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
課

税
の
特
例
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
令
和
一
一
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
ま
で
延
長
す
る
こ

と
と
し
た
。(

附
則
第
一
〇
条
の
二
関
係)

二

不
動
産
取
得
税

１

土
地
及
び
家
屋
の
取
得
に
係
る
免
税
点
を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。(

第
五
四
条
の
二

関
係)

２

新
築
住
宅
を
宅
地
建
物
取
引
業
者
等
が
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
日
を
住
宅
新
築
の
日
か

ら
一
年(

本
則
六
月)

を
経
過
し
た
日
に
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
令
和
一
三
年

三
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
六
条
の
三
関
係)

３

新
築
住
宅
特
例
適
用
住
宅
用
土
地
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
土
地
取
得
後
の

住
宅
新
築
ま
で
の
経
過
年
数
要
件
を
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
令
和
一
三
年
三
月

三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
六
条
の
三
関
係)

４

地
方
税
法
以
外
の
法
律
等
に
よ
る
政
策
の
推
進
を
税
制
面
に
お
い
て
支
援
す
る
特
例
措
置

の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
七
条
関
係)

５

診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が｢

医
療
法｣

に
規
定
す
る
区
域
の
う
ち
一
定
の
区
域
に

お
い
て
取
得
す
る
診
療
所
の
用
に
供
す
る
一
定
の
不
動
産
に
つ
い
て
、
当
該
取
得
が
令
和
一
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火
曜
日
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発
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(

休
日
に
当
た
る
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き
は
翌
日)

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日



〇
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
不
動
産
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則

第
七
条
関
係)

三

軽
油
引
取
税

軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
一
二
条
の
五
関
係)

四

自
動
車
税

１

自
動
車
税
環
境
性
能
割
を
廃
止
し
、
自
動
車
税
種
別
割
を
自
動
車
税
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
章
第
七
節
関
係)

２

排
出
ガ
ス
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
少
な
い
自
動
車
は
税
率
を
軽
減
し
、
初
回
新
規
登

録
か
ら
一
定
年
数
を
経
過
し
た
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車
は
税
率
を
重
課
す
る
特
例
措
置

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

附
則
第
一
三
条
関
係)

一�
環
境
負
荷
の
少
な
い
自
動
車

令
和
八
年
度
及
び
令
和
九
年
度
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
一
定
の
自
動
車
に
つ
い
て
、

当
該
登
録
の
翌
年
度
分
の
税
率
の
概
ね
一
〇
〇
分
の
七
五
を
軽
減
す
る
特
例
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

二�
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車

次
に
掲
げ
る
自
動
車(

電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
、
混

合
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
自
動
車
並
び
に
自
家
用
の
乗
用
車(

三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。)

、
一

般
乗
合
用
の
バ
ス
、
被
け
ん
引
自
動
車
及
び
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
を
除
く
。)
に
対
す
る
次

に
定
め
る
年
度
以
後
の
年
度
分
に
つ
い
て
、
税
率
の
概
ね
一
〇
〇
分
の
一
五(
バ
ス
及
び

ト
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
概
ね
一
〇
〇
分
の
一
〇)

を
重
課
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ア

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
又
は
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
初
回

新
規
登
録
を
受
け
た
も
の

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
四
年
を
経

過
し
た
日
の
属
す
る
年
度

イ

軽
油
自
動
車
そ
の
他
の
ア
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成
二
九
年
三
月
三

一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

し
て
一
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

六

四
１
に
伴
い
、
次
の
二
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条

例
２

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

七

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

条
例
第
二
一
号)

一

｢

地
域
再
生
法｣

に
基
づ
く
特
定
業
務
施
設
の
整
備
計
画
に
つ
い
て
知
事
の
認
定
を
受
け
た

事
業
者
が
当
該
施
設
の
新
設
又
は
増
設
を
行
っ
た
場
合
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税

の
特
例
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
を
二
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。(

第
二
条
及
び
第
三
条

関
係)

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
二
十
号

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
四
項
第
一
号
中｢

の
環
境
性
能
割
又
は
種
別
割｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三

号
中｢

の
種
別
割｣

を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、｢

種
別
割

額｣

を｢

自
動
車
税
額｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢
、
県
た
ば
こ
税
及
び
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割｣

を｢

及
び
県
た
ば
こ
税｣
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に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢(

第
四
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。)｣

を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
削
る
。

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
中｢

十
万
円｣

を｢

十
六
万
円｣

に
、｢

本
条｣

を｢

こ
の
条｣

に
、｢

二

十
三
万
円｣
を｢

六
十
六
万
円｣

に
、｢

十
二
万
円｣

を｢

三
十
四
万
円｣

に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
中｢

第
百
四
十
五
条
第
三
号｣

を｢

第
百
四
十
五
条｣

に
、｢

当
該
自
動
車
の

取
得
者
に
環
境
性
能
割
に
よ
つ
て
、
当
該
自
動
車
の
所
有
者
に
種
別
割
に
よ
つ
て｣

を｢

そ
の
所
有
者

に｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
、｢

、
第
一

項｣

を｢

、
前
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
中｢
、
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は｣

及
び｢

前
条
第
一
項
に
規

定
す
る
自
動
車
の
取
得
者(

以
下
こ
の
節
に
お
い
て｢

自
動
車
の
取
得
者｣

と
い
う
。)

及
び｣

を
削

り
、
同
条
第
二
項
中｢

自
動
車
の
取
得
者
及
び｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
七
十
二
条
の
四
の
見
出
し
中

｢

種
別
割｣
を

｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

種
別
割｣

を

｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

道
路
運
送
車
両
法｣

の
下
に｢(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
八
十
五
号)｣

を
加
え
る
。

第
七
十
二
条
の
五(

見
出
し
を
含
む
。)

並
び
に
第
七
十
二
条
の
六
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中

｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
七
か
ら
第
七
十
二
条
の
十
七
ま
で
を
削
る
。

第
七
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、｢

は
、
同
項｣

の
下
に｢(

第
二
号
又
は
第
五
号
ロ�
に
係

る
部
分
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中｢

賦
課
期
日｣

を｢

前
条
に
規
定
す
る
自
動
車
税
の
賦
課
期
日(

次
条
及
び
第
七
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て｢

賦
課
期
日｣

と
い
う
。)｣

に
、｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
の
見
出
し
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

第
七
十
五
条

に
規
定
す
る
種
別
割
の
賦
課
期
日(

以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て｢

賦
課
期
日｣

と
い
う
。)｣

を｢

賦
課
期
日｣

に
、｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項

た
だ
し
書
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中｢

新
規
登
録｣

を｢

道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録(

次
条
及
び
第
八
十

条
第
一
項
に
お
い
て｢

新
規
登
録｣

と
い
う
。)｣

に
、｢

種
別
割
の｣

を｢

自
動
車
税
の｣

に
、｢

種
別

割
額｣

を｢

自
動
車
税
額｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

種
別
割
額｣

を｢

自
動
車
税
額｣

に
、｢

種

別
割
の｣

を｢

自
動
車
税
の｣

に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
中｢

当
該
登
録｣

を

｢

当
該
新
規
登
録｣

に
、｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
、｢

第
九
条
の
十
六｣

を｢

第
九
条｣

に
改

め
る
。

第
八
十
条
の
見
出
し
中

｢

種
別
割｣

を

｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

種
別
割｣

を

｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、｢

又
は｣

の
下
に｢

同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る｣

を
加
え
、
同
条

第
二
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢

第
七
十
二
条
第
三
項｣

を｢

第

七
十
二
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
四
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
の
見
出
し
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

種
別
割
額｣

を｢

自
動
車
税
額｣

に
、｢

種
別
割
の｣

を｢

自
動
車
税
の｣

に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

医
療
法｣

の
下
に｢(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五

号)｣

を
加
え
、
同
項
第
三
号
中｢

身
体
障
害
者
等｣

を｢

身
体
障
害
者(

身
体
に
障
害
を
有
す
る
者

の
う
ち
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)

若
し
く

は
精
神
障
害
者(

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十

三
号)

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
の
う
ち
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に

限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

精
神
障
害
者｣

の
下
に｢(

精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
を
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
五
号
中｢

前
四
号｣

を｢

前
各
号｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中｢

種
別

割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

種
別
割｣

を｢

自
動
車
税｣

に
改
め
、｢

運
転
免

許
証｣

の
下
に｢(

道
路
交
通
法
第
九
十
二
条
第
一
項
の
運
転
免
許
証
を
い
う
。)｣

を
、｢

又
は
免
許
情

報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド｣

の
下
に｢(

同
法
第
九
十
五
条
の
二
第
四
項
の
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号

カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
、｢

特
定
免
許
情
報｣

の
下
に｢(

同
条
第
二
項

に
規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

附
則
第
三
条
の
三(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

の
種
別
割｣

を
削
る
。

附
則
第
五
条
第
一
項
中｢

令
和
九
年
度｣

を｢

令
和
十
二
年
度｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

、
第

五
条
の
四
の
二
第
一
項｣

を
削
る
。

附
則
第
六
条
の
三
中｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
二
項
中｢
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、

( ) 令和８年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



同
条
第
七
項
中｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第

八
項
中｢
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第
十
三
項

中｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
第
十
六
項
中｢

第

十
二
条
の
七｣
を｢

第
十
三
条
の
六｣

に
、｢

第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項｣

を｢

第
十
三
条
第
一
項｣

に
、｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

17

診
療
所(

医
療
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。)

の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
同
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
イ�
に
掲
げ
る
区
域
の
う

ち
施
行
令
附
則
第
七
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
区
域
に
お
い
て
診
療
所
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で

同
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
も
の
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
不
動
産
の
価
格
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
価
格
か
ら
控
除

す
る
。

附
則
第
九
条
の
三
第
四
項
中｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣
を｢

令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に

改
め
る
。

附
則
第
十
条
の
二
第
一
項
中｢

令
和
八
年
度｣

を｢

令
和
十
一
年
度｣

に
改
め
、｢

い
う
。
次
項｣

の
下
に｢

及
び
附
則
第
二
十
一
条
の
三｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢
令
和
八
年
度｣

を｢

令
和
十
一

年
度｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
条
の
三
第
一
項
中｢

同
項｣

を｢

同
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
四
第
九
項
中｢

附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
の
二
第
一
項｣

を｢
附
則
第
十
二
条
の

二
の
八
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
五
か
ら
第
十
二
条
の
九
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
十
三
条
の
前
の
見
出
し
中｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
条
第
一
項
中｢

第
九
条
の
二
第
一
項｣

を｢

附
則
第
五
条
第
一
項｣

に
、｢

附
則
第
五
条
第
一
項｣

を｢

附
則
第
五
条
第
二
項｣

に
、｢

附
則
第

五
条
第
二
項｣

を｢

附
則
第
五
条
第
三
項｣

に
、｢

で
同
条
第
一
項｣

を｢

で
同
条
第
二
項｣

に
、｢

第

九
条
の
二
第
五
項｣

を｢

附
則
第
五
条
第
四
項｣

に
、｢

第
九
条
の
二
第
六
項｣

を｢

附
則
第
五
条
第

五
項｣

に
、｢

次
項
第
三
号｣

を｢

第
一
号｣

に
改
め
、｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
項
各
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

一

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車(

ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
う
。
第
三
項

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。)

又
は
石
油
ガ
ス
自
動
車(

液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し

て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車(

電
力
併
用
自
動
車
の
う
ち
、
動
力

源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
も
の
で
施
行
規
則
附
則
第
五

条
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
、
次
項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。)

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
同
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。)

で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録(

以
下
こ
の
条
及
び
次

条
第
一
項
に
お
い
て｢

初
回
新
規
登
録｣

と
い
う
。)

を
受
け
た
も
の

初
回
新
規
登
録
を
受
け

た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度

二

軽
油
自
動
車(

軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能
付
電
力

併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。)

そ
の
他
の
前
号
に

掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け

た
も
の

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度

附
則
第
十
三
条
第
二
項
中｢

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を｢

令
和

七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

に
改
め
、｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
項
第
二

号
中｢

第
七
十
二
条
の
八
第
一
項
第
一
号
イ���
に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準｣

を｢

自
動
車
排

出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準(

以
下
こ
の
号
及
び
次
項

各
号
に
お
い
て｢

排
出
ガ
ス
保
安
基
準｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
、｢

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日(｣

の

下
に｢

同
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る｣

を
加
え
、｢

第
九
条
の
二
第
三
項｣

を｢

附
則
第
五
条

の
二
第
二
項｣

に
、｢

施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項｣

を｢

同
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
第

三
号
中｢(

電
力
併
用
自
動
車
の
う
ち
、
動
力
源
と
し
て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を

備
え
て
い
る
も
の
で
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。)｣

を
削
り
、
同
項
第

四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車
に
対
す
る
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用
の
乗
用
車
が
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度
分
の
自
動
車
税
に
限
り
、
前
項
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。

一

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車(

充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。)

の
う
ち
、

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十

月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附

則
第
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い

も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月

一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
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第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る

法
律
第
百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)

が
同
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て
施

行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率(

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)

で
あ
つ
て
令
和
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い

て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の(

次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て｢

令
和
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率｣

と
い
う
。)

に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
二
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の(

次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て｢

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率｣

と
い
う
。)

以
上
の
も
の
で
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の

二

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物

の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ

ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の

値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の

三

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十

月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
附

則
第
五
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の
又
は
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成

二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で

施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数

値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
同
条
第
十
三
項
に
規
定
す

る
も
の

附
則
第
十
三
条
の
二
第
一
項
中｢

第
七
十
二
条
第
二
項｣

を｢

道
路
運
送
車
両
法
第
二
条
第
五
項｣

に
改
め
、｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

の
種
別
割｣

を
削
る
。

附
則
第
十
四
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

の
種
別
割｣

を
削
る
。

附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
中

｢

損
壊
し
た
家
屋

(

以
下
こ
の
項
及
び
次
項｣

を

｢

損
壊
し
た
家
屋

(

福
島
県
の
区
域
内
に
所
在
し
、
又
は
所
在
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項｣

に
、｢

令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を｢

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

被
災
家
屋｣

を｢

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋｣

に
改
め
、｢

土
地(｣

の
下
に｢

福
島
県
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。｣

を
加
え
、｢

令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で｣

を｢

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中｢

除
く｣

の
下
に｢

。
次
条
第
一
項
に
お
い
て｢

避
難
指
示
区

域｣

と
い
う｣

を
加
え
、｢

附
則
第
三
十
一
条
第
四
項｣

を｢

附
則
第
三
十
一
条
第
三
項｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中｢

附
則
第
三
十
一
条
第
五
項｣

を｢

附
則
第
三
十
一
条
第

四
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中

｢

所
在
し
て
い
た
農
用
地｣

の
下
に

｢(

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
農
用
地
を
い
う
。)｣

を
加
え
、

｢

附
則
第
三
十
一
条
第
六
項｣

を｢

附
則
第
三
十
一
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
七
項
中｢

附
則
第
五
十
一
条
第
七
項｣

を｢

附
則
第
五
十
一
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
六
項
と
す
る
。

附
則
第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

東
日
本
大
震
災
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
の
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例)

第
二
十
三
条

法
附
則
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域(

以
下
こ
の
項
に

お
い
て｢

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域｣

と
い
う
。)

内
の
自
動
車(

第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
自
動
車
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

が
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
で
施
行
令
附
則
第

三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
は
、
第

七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を

指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
以
後
同
項
の
自
動
車
で
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

一

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
継
続
し
て
当
該
自
動
車
等

持
出
困
難
区
域
内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
る
間
に
用
途
を

廃
止
し
た
も
の

二

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難

区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難

区
域
内
に
あ
つ
た
自
動
車
で
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の

イ

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号)

第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
該
当
す
る
自
動
車

当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を

( ) 令和８年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
、
又
は
同
条
第
十
一
項
に

規
定
す
る
引
取
業
者(

次
号
イ
に
お
い
て｢

引
取
業
者｣

と
い
う
。)

に
引
き
渡
し
た
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る

旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
た
も
の
又
は
同
日
か
ら
九
月
以
内
に

解
体
し
た
も
の

三

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難

区
域
の
外
に
移
動
さ
せ
た
日
ま
で
の
間
継
続
し
て
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
に
あ
つ
た
自

動
車
で
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の

イ

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
該
当

す
る
自
動
車

当
該
移
動
さ
せ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止
し
、
又
は
引
取
業
者
に
引

き
渡
し
た
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車

当
該
移
動
さ
せ
た
日
か
ら
二
月
以
内
に
用
途
を
廃
止

し
た
も
の
又
は
同
日
か
ら
九
月
以
内
に
解
体
し
た
も
の

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
五
十
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
則
中
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
七
条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
第
二
十

八
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
第
二
十
六
条
と
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例(

以
下｢

新
条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る

部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
七
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

３

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行

日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
条
例
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
の
取
得
が
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中｢

家
屋(

福
島
県
の
区
域
内
に
所
在
し
、
又
は
所
在
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。｣

と
あ
る
の

は
、｢

家
屋(｣

と
す
る
。

５

新
条
例
附
則
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
の
取
得
が
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中｢

土
地(

福
島
県
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。｣

と
あ
る
の
は
、｢

土
地(｣

と
す
る
。

(

軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

６

施
行
日
前
に
岐
阜
県
税
条
例
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
引

取
り
、
同
条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の
軽
油
若
し
く
は
燃
料
炭
化
水
素

油
の
販
売
、
同
条
第
五
項
の
炭
化
水
素
油
の
消
費
若
し
く
は
同
条
例
第
七
十
一
条
の
三
第
一
項
各
号

の
軽
油
の
消
費
、
譲
渡
若
し
く
は
輸
入
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
施
行
日
前
に
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴

収
義
務
者
が
同
条
例
第
七
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
課
す

る
軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

７

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

８

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

９

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例

(

以
下

｢

旧
条
例｣

と
い
う
。)

第
七
十
二
条
の
十
五
第
一
項
、
第
七
十
二
条
の
十
六
第
一
項
又
は
附
則
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収

金
に
係
る
旧
条
例
第
七
十
二
条
の
十
五
第
五
項
、
第
七
十
二
条
の
十
六
第
二
項
又
は
附
則
第
二
十
五

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

10

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

11

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
条
例
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
自
動
車

税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

12

新
条
例
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
地
方
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律(

平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
税
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

二
十
八
年
旧
法｣

と

い
う
。)

附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
同
号
に
規
定
す
る

自
動
車
持
出
困
難
区
域(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域｣

と
い
う
。)

は
新
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条
例
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域｣

と
い
う
。)

と
、
同
号
の
規
定
に
よ
る
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
を

指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日(

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
二
十
四
年
岐

阜
県
条
例
第
四
十
九
号)

の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
総
務
大
臣
が
二
十
八
年
旧
法
附
則
第
五
十
二
条

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
に
あ
っ
て
は
、
平
成

二
十
三
年
三
月
十
一
日)

は
新
条
例
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区

域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
と
、
そ
れ
ぞ
れ
み
な
す
。

(

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正)

13

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

昭

和
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

の
種
別
割｣

を
削
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中

｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
条
第
一
項
中

｢

第
百
四
十
五
条
第
三
号｣

を

｢

第
百
四
十
五
条｣

に
改
め
、｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

の
種
別
割｣

を
削
る
。

第
二
条
の
二(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

の
種
別
割｣
を
削
る
。

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中｢

自
動
車
税
種

別
割
納
税
義
務
発
生
申
告
書｣

を｢

自
動
車
税
納
税
義
務
発
生
申
告
書｣
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、｢

自
動
車
税
種
別
割
納
税
義
務
発
生
申
告
書｣
を｢

自
動
車
税
納
税
義
務

発
生
申
告
書｣

に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
条
第
一
項
中｢

の
種
別
割｣
を
削
り
、｢

自
動

車
税
種
別
割
納
税
義
務
発
生
申
告
書｣

を｢

自
動
車
税
納
税
義
務
発
生
申
告
書｣

に
、｢
自
動
車
税

種
別
割
納
税
義
務
消
滅
申
告
書｣

を｢

自
動
車
税
納
税
義
務
消
滅
申
告
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中｢

自
動
車
税
種
別
割
申
告
事
項
異
動
申
告
書｣

を｢

自
動
車
税
申
告
事
項
異
動
申
告
書｣
に
改
め

る
。第

六
条
の
見
出
し
中｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、
同
条
中｢

の
種
別
割｣

を
削
り
、｢

自
動
車
税
種

別
割
還
付
請
求
書｣

を｢

自
動
車
税
過
誤
納
金
還
付
請
求
書｣

に
改
め
る
。

�����������������������������������������
�������������������������������������������������
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������������������� ������������������������������������������ �����������������������������������������������������

������ �������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ��������
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����������������������������������������� �������������
���������������������������������������������������������
������������������������������� ������
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��������������������������������������������������������
��� ��������������������������������������������������������
�������������������������������������
(

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

14

前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車

税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

令
和
七
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

15

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例

第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
削
り
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

(

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置)

16

施
行
日
前
に
お
い
て
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
に
対
す
る
岐
阜
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
無
償
で
譲

り
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

岐
阜
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

17

岐
阜
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

令
和
元
年
岐
阜
県
条
例
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。
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附
則
第
一
項
第
四
号
中｢

附
則
第
十
一
項｣

を｢

附
則
第
九
項｣

に
改
め
る
。

附
則
中
第
九
項
及
び
第
十
項
を
削
り
、
第
十
一
項
を
第
九
項
と
す
る
。

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
号

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例(

平
成

二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

規
定
す
る
特
定
業
務
施
設｣

の
下
に｢(

次
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て｢

特
定
業
務

施
設｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項

第
一
号
中｢

当
該
設
備｣

の
下
に｢(

法
第
五
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施

設
の
う
ち
特
定
業
務
施
設
の
新
設
に
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
も
の
の
用
に
供
す
る
減
価
償
却
資
産
を
除
く
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
加
え
る
。

第
三
条
中｢

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
十
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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